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「まず始めに、私は法学部に所属しておりますので、本当に門外漢なのですが、研究と
報告の機会を与えていただいたファイザーヘルスリサーチ振興財団にお礼を申し上げま
す。

ポスターにタイトルが書いてありますが、「医療事故と制裁をめぐる国際比較：処罰重
視からの脱却をめざして」ということで、簡単にいうとアメリカとかオーストラリアの刑
事医療過誤事件を題材に、刑事医療過誤とか刑事介入等をいかに防止するかということを
考えてみようということで研究させていただきました。

【ポスター -1】
まず最初のポスターですが、これ

はご紹介するまでもなく、2000年
以降、刑事医療過誤が日本でも増え
て、特に医療界からは大きな批判が
あり、「医療ミスを刑事的に訴追す
るのは日本以外には無い」と言われ
る方もいらっしゃいます。しかし少
し調べてみると、なかなか「無い」
と言うのは難しくて、アメリカとか
イギリス、オーストラリアなどでも
最近は増加傾向にあるということが
分かりましたので、ここで紹介させ
ていただきます。

【ポスター -2〜5】
時間の関係で詳細な中身には入り

ませんが、アメリカ（ポスター2）で
もいくつか事例がありますし、オー
ストラリア（ポスター3）などでも
いくつか事例があります。イングラ
ンド（ポスター4）やニュージーラン
ド（ポスター5）まで、事件をリスト
アップしてみました。
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見てみると、感じとしては、多少、
犯罪の軽重みたいなものはあるので
すけれども、日本で問題になるよう
な、薬物の誤認であるとか、薬物の
投与方法のミスとか、薬物の量のミ
スとかというものが刑事訴追されて
いるので、日本と同じように問題に
なる事例が英、豪、米、ニュージー
ランドなどでもみられるということ
です。

中身は、もしお時間があれば後で
見ていただければと思いますし、私
も公表しようと思っていますので、
そちらを見ていただければと思いま
す。

ひとつだけ、やや論点がずれるの
ですが、ポスター5の最後の部分の

「ニュージーランドとかフランスは
無過失補償制度を持っている」とこ
ろですが、そこでも刑事訴追がされ
ているようなのです。ニュージーラ
ンドは少し制度を変えましたが、い
わばこの2つの国では無過失補償と
刑事医療過誤というのがセットに
なっている形です。むしろそこで指
摘されているのは、無過失補償制度
があるが故に、公的な場所でお医者
さんとか看護師さんの責任を問えな
いから刑事に行くというような流れ
になっているということです。日本
も無過失補償制度のようなものが議
論の的になっているので、少し注意
が必要かなと思いました。

【ポスター -6, 7】
今日、ここで時間の無い中で、少

しだけ詳しくご紹介しようと思っているのが、従来ほとんど刑事医療過誤が無いと思われ
ていたオーストラリアの事件です。Queensland州という所で「Dr. Death」という「殺人
医師」とも訳すべきような事件が起こりました。これは2003年から2005年位に勤められ
た方の事件です。Bundaberg Base Hospitalという、ブリスベンからだいたい400キロ位
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北に行った所にある小さな町の病院
ですけれども、インドからきたDr. 
Patelというお医者さんがいました。
もともとはアメリカでお医者さんと
して働いていたのですが、ニュー
ヨークとかオレゴン州で懲戒を受け
て、簡単にいえばアメリカで働けな
くなってオーストラリアへ来まし
た。英語が通じますから、しゃべれ
るから大丈夫だということで来たの
です。その時にアメリカで受けた懲
戒の事実は隠して、オーストラリア
で働いたのです。オーストラリアは
土地が広いので、お医者さんを確保
することが難しくて、英語のしゃべ
れる外国人を呼んでくるということ
はいっぱいやっていますので、そう
いう背景があってこのような事件が
起きたのです。

私が読んだ印象では、もともと割
と雑な感じのあるお医者さんみたい
で、手を洗わないとか、手術でも縫
合が上手くいかないとかということ
で、普通ではあり得ないような合併
症の数もあり、無理な治療をやっているのではないかということで、内部告発があって事
件として発覚しました。

当初は病院幹部は無視していたのですけれども、それが報道されたり、議会で問題にさ
れて、スキャンダルのような形になって、最終的に州政府が調査委員会を立ち上げ、そこ
で徹底的に調査するということになります。徹底的調査の結果、500ページを超える報告
書が出て、そこで様々な勧告が出ました。州政府が中心になって運営する州の医療制度が
抜本的改革をしなければいけないような事件になってしまったのです。

その勧告の中で刑事訴追すべきだということも勧告されていて、結局昨年、ポスター6
に書いてありますが、4人のうち3人は亡くなって1人だけ大きな傷害を受けた方に対す
る、日本的にいうと「業務上過失致死」で有罪になっています。7年の刑が科されています。

時間の関係で少しはしょりますが、手術自体にミスがあったというよりも、この人の能
力からすると手術をするべきでは無かった、もしくは患者さんの他の病気の状態からする
と手術をすべきではなかったということで、それ自体がミスだということで処罰されてい
るという形です。上訴も否定されて、たぶんそれで確定すると思います。
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【ポスター -8】
このように、日本だけでなくアメ

リカ、イギリス、ニュージーランド、
オーストラリア等でも刑事事件があ
る。これはどういう意味があるのだ
ろうかということを少し考えてみま
した。なぜ刑事訴追があるのかとい
うと、私自身もベストだとは思わな
いのですが、そもそも医療安全とか
医療ミスというものは社会の大きな
関心事であるということがまず始ま
りにあって、それに対して既存のシ
ステムが上手く対応できていないと
いう状況があって、こういう事件に至っているのだと思います。それに対して、ただ刑事
訴追だけに頼るのはうまくないので、色々な方策を諸外国で考えている。私自身がすごく
注目しているのは、ここに書いてある「Open Disclosure」ということで、「被害者だけで
はなくて加害者の立ち直りもちゃんと考えましょう」という方向にいかなくてはいけない
のだと思います。

【ポスター -9】
最後に、翻って日本の問題点です

が、これは言うまでもないことだと
思いますが、懲戒制度がちゃんと運
用されていないとか、死因究明制度
が不十分だとか、資格の規制のとこ
ろで更新制度がないとか、そのよう
な状況にあり、諸外国と比べてもそ
ういう他の規制の部分が弱いので、
やはり刑事の方に行かざるを得な
かったという流れだと思います。

今後はそういうところを強くして
いかない限りは、時々起こるひどい
事件があって、やはり刑事への介入
というところに行かざるを得ないことになってしまいがちになる。そこを何とかがんばっ
て、うまく制度を作り上げていく必要があるのかなというのが、大変雑駁ですが、最後の
まとめです。
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質疑応答

　会場：　ポスター -1にある慈恵医大の事件というのには、いくつか問題点があると思
いますけれども、特にポスターの真ん中辺りに書いてあるようなことですね。果
たして「医療者の医療行為は必ず事故を伴うものだ」ということは、法的に認識
されているのですか。私は疑問に思っているのです。

　	 　それと、この事件を大きくしているのは、わりと日本の場合は処罰が多いこと
です。だから判決は良くできていると言えばできているのですけれども、これを
大きくするのはマスコミなのです、結局。マスコミがもの凄く騒ぎ立てますね。
慈恵医大の場合も3人処罰を受けているのです。学会からも処罰を受けている
し、法的にも処罰を受けている。本人たちは「医療しなければ食っていけない」
という状態で、未だに陽の目を見ない状態で暮らしているわけです。

　岩田：　ちゃんとしたお答えにはならない思いますけれども、2点だけ。1点目は、ミ
スは起こるということを法学者が認識しているのかということだと思いますが、
たぶん認識はしているのだと思います。例えば民事でも過失があるものと過失が
無いものを分けて、過失が無いものについては責任を問わないということになっ
ている。ただ、2点目ですけれども、法学者で、刑事上で罰することを「どんど
んやれ」と言う人はほとんどいないと思います。そういう意味では、「マスコミ
が騒ぐ」ということおっしゃいましたが、オーストラリアなんかも一緒です。あ
る意味で過度に、スケープゴートみたいな形になってるのは決して良くないの
で、何とか他の方法をということで、懲戒とか更新制度みたいなものに行かざる
を得ないのではないかということだと思います。

宇都木：　先生の言われる懲戒というのは、何を考えておられるのですか。

　岩田：　行政処分のことです。

宇都木：　学会の責任の問題とはちょっと違うことになりますね。

　岩田：　そうですね。

　会場：　処分された人たちの一番の基は、最初に大学が処分しているのですよ。それに
沿って皆やっているわけです。その次に処分のはっきりしたことを言ったのは司
法です。その後、処分された本人たちに対する再教育もないし、処分したまま
で、未だに専門医は取れないという状態にあるわけです。医者という資格はある
のに。そういうようにいじめられるのです、結局。それは日本人の意識もあると
思いますが。そういうことも法的な立場にある先生方に考えていただきたいと思
います。
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宇都木：　懲戒処分については少しずつ改革が進んでいるという状況だと思います。

　岩田：　そうですね。
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